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(57)【要約】
【課題】ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得る
ウエハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベル
パッケージを提供する。
【解決手段】ウエハレベルパッケージの製造方法は、面
内に複数のデバイスチップが搭載又は形成されたデバイ
スウエハ２０と該デバイスウエハ２０に対向するキャッ
プウエハ３０とが互いに接合された後、デバイス毎に個
片化される。デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０
との少なくとも一方に個片化するための第１溝２３を形
成する第１溝形成工程と、デバイスウエハ２０とキャッ
プウエハ３０とを接合する接合工程とをこの順に含んで
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面内に複数のデバイスチップが搭載又は形成された第１のウエハと該第１のウエハに対
向する第２のウエハとが互いに接合された後、デバイス毎に個片化されるウエハレベルパ
ッケージの製造方法において、
　上記第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方に個片化するための第１溝を形成
する第１溝形成工程と、
　上記第１のウエハと第２のウエハとを接合する接合工程とをこの順に含んでいることを
特徴とするウエハレベルパッケージの製造方法。
【請求項２】
　前記第１溝形成工程では、前記第１溝は前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか
一方に形成されていると共に、
　前記接合工程の後、
　前記第１溝を形成した前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方とは異なる他
方の第２のウエハ又は第１のウエハにも個片化するための帯状貫通開口又は第２溝をダイ
シング以外で形成する第２溝形成工程を含んでいることを特徴とする請求項１記載のウエ
ハレベルパッケージの製造方法。
【請求項３】
　前記第２溝形成工程の後、前記第１溝形成工程にて形成された第１のウエハと第２のウ
エハとのいずれか一方に形成された第１溝の裏面から、該第１溝を露出するための第１溝
露出工程を含んでいることを特徴とする請求項２記載のウエハレベルパッケージの製造方
法。
【請求項４】
　前記第１溝露出工程では、前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における
第１溝の裏面から該第１溝の対向位置に沿ってスクライブすることにより、第１溝を露出
させることを特徴とする請求項３記載のウエハレベルパッケージの製造方法。
【請求項５】
　前記第１溝露出工程では、前記第１溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのい
ずれか一方における第１溝の裏面側を研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエ
ハ化することにより、第１溝を露出させることを特徴とする請求項３記載のウエハレベル
パッケージの製造方法。
【請求項６】
　前記第１溝露出工程では、前記第１溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのい
ずれか一方における第１溝の裏面側から第１溝までをハーフダイスすることにより、第１
溝を露出させることを特徴とする請求項３記載のウエハレベルパッケージの製造方法。
【請求項７】
　前記第１溝露出工程では、前記第１溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのい
ずれか一方における第１溝を境界として該接合された第１のウエハ及び第２のウエハを両
側へ延伸させることにより、第１溝を露出させることを特徴とする請求項３記載のウエハ
レベルパッケージの製造方法。
【請求項８】
　面内に複数のデバイスチップが搭載又は形成された第１のウエハと該第１のウエハに対
向する第２のウエハとが互いに接合された後、デバイス毎に個片化されたウエハレベルパ
ッケージにおいて、
　上記第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方には、デバイス毎に個片化するた
めに形成された第１溝が設けられていることを特徴とするウエハレベルパッケージ。
【請求項９】
　前記第１溝は前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方に形成されていると共
に、
　上記第１溝が形成された前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方とは異なる
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他方の第２のウエハ又は第１のウエハには、接合後にダイシング以外で形成された個片化
するための帯状貫通開口又は第２溝が設けられていることを特徴とする請求項８記載のウ
エハレベルパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、面内に複数のデバイスチップが搭載又は形成された第１のウエハと該第１の
ウエハに対向する第２のウエハとが互いに接合された後、デバイス毎に個片化されるウエ
ハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベルパッケージに関するものであり、特に
、ダイシングレス化を図り得るウエハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベルパ
ッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスのパッケージ方法として、従来はモールドパッケージが主流であったが
、近年はパッケージコストの削減、並びにパッケージ寸法の小型化が可能なウエハレベル
パッケージがシェアを広げている。
【０００３】
　このようなウエハレベルパッケージでは、面内に複数のデバイスチップが搭載又は形成
された第１のウエハと該第１のウエハに対向する第２のウエハとが互いに接合された後、
一般的にはダイシングによりデバイス毎に個片化されてウエハレベルパッケージが完成す
るものとなっている。
【０００４】
　ここで、ウエハレベルパッケージの製造においては、第１のウエハと第２のウエハとを
接合した後にダイシングする。その際、第１のウエハと第２のウエハとの熱膨張係数差又
はウエハ独自の有する応力によって反りが発生するので、反りが存在する状態でダイシン
グすると、ウエハ歩留まりや製品歩留まりが悪化する等の問題が発生する。
【０００５】
　そこで、この問題を解決すべく、特許文献１に開示された半導体パッケージの製造方法
では、図８（ａ）～（ｅ）に示すように、半導体ウエハ１０１とキャップウエハ１０３と
を接合した後、半導体ウエハ１０１又はキャップウエハ１０３側からスクライブラインに
沿ってハーフカット１０４し、横方向のチップ同士を部分的に分割する。ハーフカット１
０４の入れ方は、例えば、図８（ａ）に示すキャップウエハ１０３の途中まで、図８（ｂ
）に示すキャップウエハ１０３と接合層１０２との界面まで、図８（ｃ）に示す接合層１
０２の途中まで、図８（ｄ）に示す接合層１０２と半導体ウエハ１０１との界面まで、及
び図８（ｅ）に示す半導体ウエハ１０１の途中までの様式がある。これにより、カットさ
れた基板の個片が孤島状に存在するようになるので、いずれの場合も接合基板の反り量が
大幅に低減し、ウエハ歩留まりや製品歩留まりが向上するとしている。
【０００６】
　また、例えば、特許文献２に開示された半導体装置の製造方法では、図９（ａ）～（ｆ
）に示すように、圧電基板２０１の表面に弾性表面波デバイスパターン２０２を複数個形
成する工程と、励振空間２０３を設けて保護体２０４で覆う工程と、レーザ光２０５を圧
電基板２０１の内部及び保護体２０４に集光させて照射することにより圧電基板２０１の
内部に改質領域２０６を形成すると共にレーザ光２０５を照射した部分の保護体２０４を
除去して保護体除去部２０７を形成する工程と、圧電基板２０１の裏面側をグラインダー
２０８にて研削することにより圧電基板２０１を薄板化する工程と、改質領域２０６で各
デバイスに分離する工程とを備えたものからなっている。尚、励振空間２０３を設けて保
護体２０４で覆う工程においては、詳細には、弾性表面波デバイスパターン２０２を囲み
、かつ個片に分離した際の外周から全周に渡って間隔を設けて形成した側壁２１１を設け
、励振空間２０３を覆い、同じく個片に分離した際の外周から全周に渡って間隔を設けて
形成した天板２１２を設け、かつ弾性表面波デバイスパターン２０２に接続され外部に電
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気信号を取り出すための接続電極２１３を設け、圧電基板２０１の第１面側全体をエポキ
シ系樹脂からなる保護体２０４にて覆っている。また、改質領域２０６で各デバイスに分
離する工程では、圧電基板２０１にピックアップシート２２０を貼り、ピックアップシー
ト２２０を延伸することにより、改質領域２０６にて分離させることができるものとなっ
ている。
【０００７】
　すなわち、特許文献２に開示された半導体装置の製造方法では、レーザ光２０５を集光
させて圧電基板２０１内に改質領域２０６を設けて個片化する。そして、同時にキャップ
である保護体２０４を構成するエポキシ樹脂にもレーザ光２０５を集光することによって
、保護体除去部２０７を形成することができる。また、圧電基板２０１を薄くするための
グラインド工程時に、同時にデバイス分離できるものとなっている。
【０００８】
　この結果、従来の弾性表面波デバイスでは、小型化してもダイシングによる切り代で十
分に量産性をあげることができなかったことを回避でき、ウエハ歩留まりや製品歩留まり
が向上するようになっている。
【０００９】
　さらに、例えば、特許文献３に開示されたウエハレベルパッケージ３００の製造方法で
は、図１０（ａ）（ｂ）に示すように、デバイスチップ３０１の周りを樹脂からなる封止
枠３０２にて気密封止されたデバイスを作製するためのものであり、各デバイスに個片化
する場合には、封止枠３０２が形成されたデバイスウエハ３１０にキャップウエハ３２０
を接合してから、封止枠３０２・３０２間をダイシング加工にて個片化するようになって
いる。
【００１０】
　これにより、デバイスチップ３０１は封止枠３０２で隔離されているので、封止枠３０
２・３０２間をダイシング加工した場合においても、ダイシング加工に伴うクラック発生
がデバイスチップ３０１に影響するのを回避し、ウエハ歩留まりや製品歩留まりを向上さ
せるものとなっている。
【００１１】
　さらに、例えば、特許文献４に開示された半導体装置の製造方法では、図１１（ａ）（
ｂ）に示すように、半導体基板４０１上に形成される複数個の半導体装置を個々に隔てる
スクライブライン用溝４０２と、半導体装置にスルーホール配線を施すためのスルーホー
ル用溝４０３とをエッチングマスク４０４を用いてエッチングすることにより形成する。
このとき、スクライブライン用溝４０２の幅をスルーホール用溝４０３の幅より狭くして
おく。次いで、図１１（ｃ）に示すように、半導体基板４０１を裏面からスルーホール用
溝４０３の底面に達する厚さまで削って薄層化半導体基板４０５とすることにより、スル
ーホール用溝４０３を貫通させた後、裏面金属配線板４０６及び金属配線４０７を形成す
る。次いで、図１１（ｄ）に示すように、薄層化半導体基板４０５の裏面に粘着性及び延
伸性を有するシート４０８を貼付け、図１１（ｅ）に示すように、スクライブライン用溝
４０２に沿って薄層化半導体基板４０５と裏面金属配線板４０６とをブレイク装置４１０
を用いてスクライブライン４１１にて劈開し、図１１（ｆ）に示すように、シート４０８
を延伸して半導体装置毎に分離する。
【００１２】
　これにより、デバイスの取れ数を増加させる半導体装置の製造方法を提供するものとな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００９－１７７０３４号公報（２００９年８月６日公開）
【特許文献２】特開２０１０－２１３１４４号公報（２０１０年９月２４日公開）
【特許文献３】米国特許出願公開第２００９／０１９４８６１号明細書（２００９年８月
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６日公開）
【特許文献２】特開２００２－１９８３２７号公報（２００２年７月１２日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、上記従来のウエハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベルパッ
ケージでは、以下の問題点を有している。
【００１５】
　まず、特許文献１に開示された半導体パッケージの製造方法では、半導体ウエハ１０１
とキャップウエハ１０３とを接合した後、細くて深い溝を、一方向のみから２枚の基板に
渡って形成するのは、処理時間が長くなるので生産性が悪いことや接合部付近の異種材料
や空間の影響によって加工し難い等の課題がある。また、ダイシングでは、ダイシング代
が必要となり、デバイスの取り数が減少するという問題点を有している。
【００１６】
　また、特許文献２に開示された半導体装置の製造方法は、ウエハレベルパッケージでは
ない。このため、２枚の基板を貼り合わせるウエハレベルパッケージに適用する場合には
、上下の基板とも改質しなければならず、工数が増えるという問題点を有している。さら
に、最終的には基板を割る工程となっているので、クラック、欠け等により封止不良の原
因となるという問題点を有している。
【００１７】
　さらに、特許文献３に開示されたウエハレベルパッケージ３００の製造方法では、ダイ
シングにて個片化するため、ダイシング代が必要となる。したがって、その点で、ウエハ
歩留まりや製品歩留まりの向上が十分でないという問題点を有している。
【００１８】
　また、特許文献４に開示された半導体装置の製造方法をウエハレベルパッケージの製造
方法に適用する場合には、図１２に示すように、図１１（ｃ）に示す薄層化半導体基板４
０５・４０５をそれぞれ貼り合わせることになる。しかし、その場合、接合時の荷重によ
り溝が深い場合にはブレイクが起き易くなるという問題点を有している。また、貼りあわ
せた後に、表面の薄層化半導体基板４０５と裏面の薄層化半導体基板４０５との２回のブ
レイクが必要となり、工数が増加する。
【００１９】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、ウエハ歩留ま
り及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベル
パッケージを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法は、上記課題を解決するために、面内に複
数のデバイスチップが搭載又は形成された第１のウエハと該第１のウエハに対向する第２
のウエハとが互いに接合された後、デバイス毎に個片化されるウエハレベルパッケージの
製造方法において、上記第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方に個片化するた
めの第１溝を形成する第１溝形成工程と、上記第１のウエハと第２のウエハとを接合する
接合工程とをこの順に含んでいることを特徴としている。
【００２１】
　本発明のウエハレベルパッケージは、面内に複数のデバイスチップが搭載又は形成され
た第１のウエハと該第１のウエハに対向する第２のウエハとが互いに接合された後、デバ
イス毎に個片化されたウエハレベルパッケージにおいて、上記第１のウエハと第２のウエ
ハとの少なくとも一方には、デバイス毎に個片化するために形成された第１溝が設けられ
ていることを特徴としている。
【００２２】
　上記の発明によれば、ウエハレベルパッケージを製造する場合には、第１溝形成工程に
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て、第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方に個片化するための第１溝を形成す
る。次いで、接合工程により、第１のウエハと第２のウエハとを接合する。
【００２３】
　この結果、第１のウエハと第２のウエハとを貼り合わせることにより封止されるウエハ
レベルパッケージを作製する工程において、個々のウエハレベルパッケージを切り離すた
めの第１溝が、第１のウエハと第２のウエハとを貼り合わせる前に予め形成されている。
【００２４】
　すなわち、第１溝が存在しない状態で第１のウエハと第２のウエハとを接合したものを
ダイシングする場合には、反りの影響を受けて、寸法精度が悪くなり、ウエハ歩留まり及
び製品歩留まりが悪化する。
【００２５】
　この点、本発明では、接合前に第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方に個片
化するための第１溝が形成されているので、第１溝の緩衝作用により反りを軽減した状態
で接合することができる。
【００２６】
　したがって、ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージの
製造方法、及びウエハレベルパッケージを提供することができる。
【００２７】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第１溝形成工程では、前記第１
溝は前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方に形成されていると共に、前記接
合工程の後、前記第１溝を形成した前記第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方と
は異なる他方の第２のウエハ又は第１のウエハにも個片化するための帯状貫通開口又は第
２溝をダイシング以外で形成する第２溝形成工程を含んでいることが好ましい。
【００２８】
　本発明のウエハレベルパッケージでは、前記第１溝は前記第１のウエハと第２のウエハ
とのいずれか一方に形成されていると共に、上記第１溝が形成された前記第１のウエハと
第２のウエハとのいずれか一方とは異なる他方の第２のウエハ又は第１のウエハには、接
合後にダイシング以外で形成された個片化するための帯状貫通開口又は第２溝が設けられ
ていることが好ましい。尚、第２溝は有底帯状開口であり、帯状貫通開口は、無底のもの
をいう。また、必ずしも帯状貫通開口でなくても、有底帯状開口である第２溝とすること
によっても、スクライブ等によってウエハレベルパッケージを個片化することは可能であ
る。さらに、ダイシング以外での帯状貫通開口又は第２溝の形成方法としては、例えば、
エッチング又はレーザにて穿孔する方法がある。
【００２９】
　これにより、第２溝形成工程にて、第１溝を形成した第１のウエハと第２のウエハとの
いずれか一方とは異なる他方の第２のウエハ又は第１のウエハにも個片化するための帯状
貫通開口又は第２溝をダイシング以外で形成する。
【００３０】
　この結果、接合された第１のウエハ及び第２のウエハにおいては、第１溝及び帯状貫通
開口又は第２溝が同一線上に存在しており、これによって、接合された第１のウエハ及び
第２のウエハにおける連結部分の寸法は小さいものとなっている。これにより、接合され
た第１のウエハ及び第２のウエハを、例えば、第１溝及び帯状貫通開口又は第２溝を境界
として該第１のウエハ及び第２のウエハを両側に延伸すること等により、容易に、ウエハ
レベルパッケージを個片化することができる。このため、ダイシングプロセスを不要とす
ることができる。
【００３１】
　この結果、ダイシングプロセスに伴うダイシング代が不要となるので、デバイスチップ
の取り数を増加することができる。また、ダイシング時のダイシング近傍域へのひび割れ
、つまりチッピングによる封止不良を削減することができる。
【００３２】
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　したがって、ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージの
製造方法、及びウエハレベルパッケージを提供することができる。
【００３３】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第２溝形成工程の後、前記第１
溝形成工程にて形成された第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方に形成された第
１溝の裏面から、該第１溝を露出するための第１溝露出工程を含んでいる。
【００３４】
　これにより、第１溝露出工程にて、第１溝を露出して、ウエハレベルパッケージを個片
化することができる。
【００３５】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第１溝露出工程では、前記第１
のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における第１溝の裏面から該第１溝の対向位置
に沿ってスクライブすることにより、第１溝を露出させることが可能である。尚、スクラ
イブとは、目印として尖った器具で線等を刻み付け、折曲等することによって第１溝に沿
ってウエハレベルパッケージを切断することをいう。
【００３６】
　これにより、ダイシングプロセスを経ることなく、スクライブの方法にて第１溝を露出
させ、ウエハレベルパッケージを個片化することができる。
【００３７】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第１溝露出工程では、前記第１
溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における第１溝の裏面側を
研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエハ化することにより、第１溝を露出さ
せることが可能である。
【００３８】
　すなわち、第１溝は第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における途中の厚さ
まで存在している。このため、第１のウエハ又は第２のウエハにおける第１溝の裏面側を
研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエハ化することにより、第１溝が露出す
る。
【００３９】
　これにより、ダイシングプロセスを経ることなく、研削、研磨、又はエッチングにて削
り取って薄ウエハ化する方法にて第１溝を露出させ、ウエハレベルパッケージを個片化す
ることができる。
【００４０】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第１溝露出工程では、前記第１
溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における第１溝の裏面側か
ら第１溝までをハーフダイスすることにより、第１溝を露出させることが可能である。尚
、ハーフダイスとは、ダイシングに用いるディスクカッターにて、溝が形成された第１の
ウエハと第２のウエハとのいずれか一方における第１溝の裏面側から第１溝までを切断す
ることをいう。
【００４１】
　これにより、ダイシングプロセスを経ることなく、第１溝までをハーフダイスする方法
にて第１溝を露出させ、ウエハレベルパッケージを個片化することができる。また、本発
明においては、第１のウエハの表面に搭載された各デバイスチップは、第１溝、及び帯状
貫通開口又は第２溝の切断面にて既に区画化されている。このため、第１溝の裏面側から
ディスク幅の大きいダイシングにてハーフダイスしても、ダイシング代がデバイスチップ
の個片化に影響することがない。したがって、デバイスチップの取り数が減少することは
ない。
【００４２】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法では、前記第１溝露出工程では、前記第１
溝が形成された第１のウエハと第２のウエハとのいずれか一方における第１溝を境界とし



(8) JP 2012-186309 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

て該接合された第１のウエハ及び第２のウエハを両側へ延伸させることにより、第１溝を
露出させることが可能である。
【００４３】
　すなわち、接合された第１のウエハ及び第２のウエハにおいては、第１溝及び帯状貫通
開口又は第２溝が同一線上に存在しており、これによって、接合された第１のウエハ及び
第２のウエハにおける連結部分の寸法は小さいものとなっている。
【００４４】
　この結果、接合された第１のウエハ及び第２のウエハを、第１溝及び帯状貫通開口又は
第２溝を境界として該第１のウエハ及び第２のウエハを両側に延伸、つまり引き剥がすこ
と等により、容易に、ウエハレベルパッケージを個片化することができる。
【００４５】
　したがって、ダイシングプロセスを経ることなく、第１溝を境界として該接合された第
１のウエハ及び第２のウエハを両側へ延伸させる方法にて第１溝を露出させ、ウエハレベ
ルパッケージを個片化することができる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明のウエハレベルパッケージの製造方法は、以上のように、第１のウエハと第２の
ウエハとの少なくとも一方に個片化するための第１溝を形成する第１溝形成工程と、上記
第１のウエハと第２のウエハとを接合する接合工程とをこの順に含んでいる方法である。
【００４７】
　本発明のウエハレベルパッケージは、第１のウエハと第２のウエハとの少なくとも一方
には、デバイス毎に個片化するために形成された第１溝が設けられているものである。
【００４８】
　それゆえ、ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージの製
造方法、及びウエハレベルパッケージを提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】（ａ）～（ｅ）は、本発明におけるウエハレベルパッケージの製造方法の実施の
一形態を示すものであって、ウエハレベルパッケージの製造工程を示す断面図である。
【図２】個片化された上記ウエハレベルパッケージの構成を示す斜視図である。
【図３】上記ウエハレベルパッケージの構成を示す断面図である。
【図４】（ａ）～（ｅ）は、上記ウエハレベルパッケージの製造方法の変形例の製造工程
を示す断面図である。
【図５】（ａ）～（ｅ）は、上記ウエハレベルパッケージの製造方法の他の変形例の製造
工程を示す断面図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は、上記ウエハレベルパッケージの製造方法の他の変形例の製造
工程を示す断面図である。
【図７】（ａ）本実施の形態のウエハレベルパッケージの製造方法によるデバイスチップ
とスクライブラインとの関係を示す平面図であり、（ｂ）は従来のウエハレベルパッケー
ジの製造方法によるデバイスチップとダイシンブラインとの関係を示す平面図である。
【図８】（ａ）～（ｅ）は、従来のウエハレベルパッケージの製造方法を示す断面図であ
る。
【図９】（ａ）～（ｆ）は、従来の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１０】（ａ）は、従来の他のウエハレベルパッケージの製造方法を示す平面図であり
、（ｂ）はその断面図である。
【図１１】（ａ）～（ｆ）は、従来の他の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
【図１２】上記図１１に示す従来の他の半導体装置を２枚貼り合わせたウエハレベルパッ
ケージの構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
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　本発明の一実施形態について図１～図７に基づいて説明すれば、以下のとおりである。
【００５１】
　本実施の形態のウエハレベルパッケージの構成について、図２及び図３に基づいて説明
する。図２は個片化されたウエハレベルパッケージの構成を示す斜視図であり、図２は個
片化される前のウエハレベルパッケージの構成を示す断面図である。
【００５２】
　本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０は、図２に示すように、後述するデバイス
チップ１を搭載又は形成した基部２と、その上を覆うキャップ部３とを接合したものから
なっている。上記ウエハレベルパッケージ１０は、例えば、キャップ部３にスルーホール
５が形成されており、デバイスチップ１が、スルーホール５に形成された配線、及びキャ
ップ部３の表面に設けられた配線パターン６を介して図示しない外部に設けられた外部機
器に電気的に接続されるようになっている。したがって、本実施の形態のウエハレベルパ
ッケージ１０は、シリコン貫通電極（ＴＳＶ：Through-Silicon via）により、信号の受
け渡しを行うものとなっている。尚、本実施の形態では、このように、シリコン貫通電極
（ＴＳＶ：Through-Silicon via）を採用していることが好ましいが、本発明においては
必ずしもこれに限らない。
【００５３】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０では、デバイスチップ１は、例えば
、スイッチ接点部からなっている。しかし、本発明においては必ずしもこれに限らず、他
のデバイス又は電子回路等のチップであればよい。
【００５４】
　上記ウエハレベルパッケージ１０は、図３に示すように、面内に複数のデバイスチップ
１が搭載又は形成された第１のウエハとしてのデバイスウエハ２０と該デバイスウエハ２
０に対向する第２のウエハとしてのキャップウエハ３０とが互いに接合された後、デバイ
ス毎に個片化されるものからなっている。すなわち、本実施の形態のウエハレベルパッケ
ージ１０は、ウエハプロセスにて再配線や電極形成、樹脂封止及び個片化までを全て行い
、最終的にウエハを切断したデバイスチップ１の大きさがそのままパッケージの大きさと
なるものである。このため、ウエハレベルパッケージは、小型化及び軽量化の観点からも
理想的であるといえ、このように、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０は、例え
ば、携帯電話等の電子機器に採用されるマイクロエレクトロメカニカルシステム（ＭＥＭ
Ｓ）構造であればよい。
【００５５】
　上記デバイスウエハ２０はシリコン（Ｓｉ）からなるウエハが積層されたものからなっ
ており、各層のウエハには絶縁膜２１が形成されている。そして、上側のウエハの表面に
形成された絶縁膜２１の上には、複数のデバイスチップ１が搭載されている。また、キャ
ップウエハ３０もシリコン（Ｓｉ）からなっており、その表面には絶縁膜３１が形成され
ている。そして、上記デバイスチップ１は、前述したように、キャップウエハ３０に形成
されたスルーホール５、配線パターン６及びバンプ７を介して外部機器に電気的に接続さ
れるようになっている。また、デバイスウエハ２０における下層のウエハには、スイッチ
可動部２２が設けられている。
【００５６】
　上記デバイスチップ１の周りには枠状の接合封止部４が形成されており、これによって
、各デバイスチップ１は接合封止部４及び上下のデバイスウエハ２０及びキャップウエハ
３０によって、封止されている。また、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とは、
シリコン（Ｓｉ）－シリコン（Ｓｉ）接合又はシリコン（Ｓｉ）－二酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ２ ）接合にて接合することが可能である。また、金属、ガラスフリット又は樹脂から
なる接合材としての接合封止部４、又は金属、ガラスフリット又は樹脂からなる図示しな
い他の接合材であってもよい。
【００５７】
　上記デバイスチップ１と接合封止部４との間は、デバイスチップ１が気密封止されるも
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のであれば、完全な真空であっても、不活性気体又は他の樹脂等の物質に満たされたもの
であってもよい。
【００５８】
　ここで、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０には、例えば、デバイスウエハ２
０には、デバイス毎に個片化するために形成された第１溝２３が設けられている。また、
第１溝２３が形成されたデバイスウエハ２０とは異なる他方のキャップウエハ３０には、
接合後にダイシング以外で形成された個片化するための帯状貫通開口３２が設けられてい
る。すなわち、帯状貫通開口３２は、キャップウエハ３０の下面まで形成されている。こ
のため、帯状貫通開口３２は、キャップウエハ３０において底のない帯状貫通開口となっ
ている。尚、本発明においては、必ずしもこれに限らず、キャップウエハ３０において底
が存在する帯状開口である図示しない第２溝であってもよい。これにより、必ずしも帯状
貫通開口でなくても、有底帯状開口である第２溝とすることによっても、後述するように
、スクライブ等によってウエハレベルパッケージ１０を個片化することが可能である。
【００５９】
　また、本実施の形態では、第１溝２３はデバイスウエハ２０に設けられると共に、帯状
貫通開口３２はキャップウエハ３０に設けられている。しかしながら、本発明においては
、必ずしもこれに限らず、例えば、第１溝２３がキャップウエハ３０に設けられると共に
、帯状貫通開口３２がデバイスウエハ２０に設けられたものであってもよい。
【００６０】
　次に、上記構成のウエハレベルパッケージ１０の製造方法について、図１（ａ）～（ｅ
）に基づいて、以下に説明する。図１（ａ）～（ｅ）は、ウエハレベルパッケージ１０の
製造工程を示す断面図である。
【００６１】
　本実施の形態では、図１（ａ）に示すように、最初に、第１溝形成工程において、デバ
イスウエハ２０の表面に第１溝２３を形成しておく。この第１溝２３は、有底の帯状開口
であり、例えば、ドライエッチング又はレーザにより形成する。ドライエッチングの場合
には、ドライエッチングマスクが使用される。この第１溝２３の幅は、個片化するために
従来一般的に使用されているダイシング法におけるディスクカッターのディスク幅よりも
狭いものとなっている。
【００６２】
　そして、接合工程において、第１溝２３が形成されたデバイスウエハ２０とキャップウ
エハ３０とを接合する。この接合においては、デバイスウエハ２０の第１溝２３がキャッ
プウエハ３０に対向するように接合する。接合方法は、金属、ガラスフリット又は樹脂か
らなる接合材を使用することができると共に、シリコン（Ｓｉ）－シリコン（Ｓｉ）接合
又はシリコン（Ｓｉ）－二酸化シリコン（ＳｉＯ２ ）接合にて接合することも可能であ
る。
【００６３】
　次に、図１（ｂ）に示すように、キャップウエハ３０の裏面（図１（ｂ）においては上
面）を図示しないグラインダー又はエッチングにて薄ウエハ化する。
【００６４】
　次に、図１（ｃ）に示すように、キャップウエハ３０に例えばドライエッチングにてス
ルーホール５を形成する。このとき、本実施の形態では、第２溝形成工程として帯状貫通
開口３２も一緒にドライエッチングにて形成する。この帯状貫通開口３２は、キャップウ
エハ３０を貫通する帯状開口であり、デバイスウエハ２０に形成された第１溝２３と同一
直線上となるように配されている。この帯状貫通開口３２は、スルーホール５と一緒に形
成されるので、効率よく形成することができる。尚、帯状貫通開口３２の形成は、例えば
ドライエッチングにて行っているが、必ずしもこれに限らず、レーザを使用することも可
能である。すなわち、ダイシング法以外の方法であればよい。その理由は、ダイシング法
よりも切り代を狭くできるからである。
【００６５】
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　次いで、図１（ｄ）に示すように、キャップウエハ３０のスルーホール５に、金属貫通
配線を形成し、図示しない前記配線パターン６を形成する。
【００６６】
　次いで、図１（ｅ）に示すように、第１溝露出工程において、第１溝２３を露出させ、
これによって、ウエハレベルパッケージ１０を個片化する。このウエハレベルパッケージ
１０を個片化する方法は、各種存在する。
【００６７】
　例えば、図１（ｅ）に示すように、デバイスウエハ２０における第１溝２３の裏面から
該第１溝２３の対向位置に沿ってスクライブすることにより、スクライブライン２４にて
、切断することができる。スクライブに際しては、目印として図示しない尖った器具で線
等を刻み付け、折曲等することによって第１溝２３に沿ってウエハレベルパッケージ１０
を切断することができる。すなわち、ウエハレベルパッケージ１０の厚さは、例えば、キ
ャップウエハ３０が例えば１５０μｍ、デバイスウエハ２０が２００μｍ、キャップウエ
ハ３０とデバイスウエハ２０との間が６０μｍである。そして、キャップウエハ３０には
帯状貫通開口３２が形成されており、かつデバイスウエハ２０の厚さの途中まで第１溝２
３が形成されている。したがって、ウエハレベルパッケージ１０の厚さ方向において、連
結されているのは、キャップウエハ３０とデバイスウエハ２０との間の６０μｍと、デバ
イスウエハ２０の一部である。したがって、この厚さであればスクライブ法により、容易
にウエハレベルパッケージ１０を切断することができる。
【００６８】
　この場合、デバイスウエハ２０の裏面には、図示しないシートが貼られているので、こ
のシートを延伸することにより、ウエハレベルパッケージ１０を個片化させることができ
る。
【００６９】
　尚、第１溝露出工程において、第１溝２３を露出させ、ウエハレベルパッケージ１０を
個片化する方法は、必ずしもこれに限らない。
【００７０】
　例えば、図４（ａ）～（ｅ）に示すように、第１溝露出工程において、第１溝２３が形
成されたデバイスウエハ２０における第１溝２３を境界として該接合されたデバイスウエ
ハ２０及びキャップウエハ３０を両側へ延伸させることにより、切断面２５にて第１溝２
３を露出させることが可能である。
【００７１】
　また、例えば、図５（ａ）～（ｅ）に示すように、第１溝露出工程において、第１溝２
３が形成されたデバイスウエハ２０における第１溝２３の裏面側を研削、研磨、又はエッ
チングにて削り取って薄ウエハ化した薄化デバイスウエハ２０ａとすることにより、第１
溝２３を露出させることができる。
【００７２】
　さらに、例えば、図６（ａ）～（ｅ）に示すように、第１溝露出工程において、第１溝
２３が形成されたデバイスウエハ２０における第１溝２３の裏面側から第１溝２３までを
ハーフダイス２６することにより、第１溝２３を露出させることができる。尚、ハーフダ
イス２６とは、ダイシングに用いるディスクカッターにて、溝が形成されたデバイスウエ
ハ２０における第１溝２３の裏面側から第１溝２３までを切断することをいう。
【００７３】
　このように、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法は、面内に複数の
デバイスチップ１が搭載又は形成されたデバイスウエハ２０と該デバイスウエハ２０に対
向するキャップウエハ３０とが互いに接合された後、デバイス毎に個片化される。そして
、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０との少なくとも一方に個片化するための第１
溝２３を形成する第１溝形成工程と、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを接合
する接合工程とをこの順に含んでいる。
【００７４】
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　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０は、面内に複数のデバイスチップ１
が搭載又は形成されたデバイスウエハ２０と該デバイスウエハ２０に対向するキャップウ
エハ３０とが互いに接合された後、デバイス毎に個片化されている。そして、デバイスウ
エハ２０とキャップウエハ３０との少なくとも一方には、デバイス毎に個片化するために
形成された第１溝２３が設けられている。
【００７５】
　上記構成によれば、ウエハレベルパッケージ１０を製造する場合には、第１溝形成工程
にて、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０との少なくとも一方に個片化するための
第１溝２３を形成する。次いで、接合工程により、デバイスウエハ２０とキャップウエハ
３０とを接合する。
【００７６】
　この結果、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを貼り合わせることにより封止
されるウエハレベルパッケージ１０を作製する工程において、個々のウエハレベルパッケ
ージ１０を切り離すための第１溝２３が、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを
貼り合わせる前に予め形成されている。
【００７７】
　すなわち、第１溝２３が存在しない状態でデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０と
を接合したものをダイシングする場合には、反りの影響を受けて、寸法精度が悪くなり、
ウエハ歩留まり及び製品歩留まりが悪化する。この反りが発生する要因は、熱膨張係数差
又はウエハが有する応力による。ウエハが有する応力とは、具体的には、例えば、接合用
のメタルや絶縁膜、配線のメタル等をウエハ上に形成していることによって生じるそれら
の膜が持つ応力のことである。また、ウエハの厚みや、デバイスウエハ２０に用いられて
いるＳＯＩ構造（シリコン（Ｓｉ）の中間に絶縁膜を持つ構造）のウエハも反りに起因す
る要素となる。接合用のメタルや絶縁膜、配線のメタル等をウエハに形成する際、それら
の膜にそれぞれ内部応力が保持されており、それらの膜毎に保持される内部応力も異なっ
ている。そのため、層間での応力差により、反りが発生する。
【００７８】
　この点、本実施の形態では、接合前にデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０との少
なくとも一方に個片化するための第１溝２３が形成されているので、第１溝２３の緩衝作
用により反りを軽減した状態で接合することができる。
【００７９】
　尚、本実施の形態において、例えば、接合前にデバイスウエハ２０とキャップウエハ３
０との両方に個片化するための第１溝２３を形成しておくことが可能である。この場合、
少なくともデバイスウエハ２０に第１溝２３を形成しておくことによって、接合後にデバ
イスウエハ２０及びキャップウエハ３０を両側に延伸すること等により個片化しても、デ
バイス面へのクラックや欠けの発生を防止することができる。また、第１溝２３の深さを
浅くしておくことによって、接合時のブレイクも防止できる。
【００８０】
　したがって、ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージ１
０の製造方法、及びウエハレベルパッケージ１０を提供することができる。
【００８１】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第１溝形成工程で
は、第１溝２３はデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方に形成され
ていると共に、接合工程の後、第１溝２３を形成したデバイスウエハ２０とキャップウエ
ハ３０とのいずれか一方とは異なる他方のキャップウエハ３０又はデバイスウエハ２０に
も個片化するための帯状貫通開口３２又は第２溝をダイシング以外で形成する第２溝形成
工程を含んでいる。
【００８２】
　さらに、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０は、第１溝２３はデバイスウエハ
２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方に形成されていると共に、第１溝２３が形成
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されたデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方とは異なる他方のキャ
ップウエハ３０又はデバイスウエハ２０には、接合後にダイシング以外で形成された個片
化するための帯状貫通開口３２又は第２溝が設けられていることが好ましい。尚、第２溝
は有底帯状開口であり、帯状貫通開口３２は、無底のものをいう。また、必ずしも帯状貫
通開口３２でなくても、有底帯状開口である第２溝とすることによっても、スクライブ等
によってウエハレベルパッケージ１０を個片化することは可能である。さらに、ダイシン
グ以外での帯状貫通開口３２又は第２溝の形成方法としては、例えば、エッチング又はレ
ーザにて穿孔する方法がある。
【００８３】
　これにより、第２溝形成工程にて、第１溝２３を形成したデバイスウエハ２０とキャッ
プウエハ３０とのいずれか一方とは異なる他方のキャップウエハ３０又はデバイスウエハ
２０にも個片化するための帯状貫通開口３２又は第２溝をダイシング以外で形成する。
【００８４】
　この結果、接合されたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０においては、第１溝
２３及び帯状貫通開口３２又は第２溝が同一線上に存在しており、これによって、接合さ
れたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０における連結部分の寸法は小さいものと
なっている。これにより、接合されたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０を、例
えば、第１溝２３及び帯状貫通開口３２又は第２溝を境界として該デバイスウエハ２０及
びキャップウエハ３０を両側に延伸すること等により、容易に、ウエハレベルパッケージ
１０を個片化することができる。このため、ダイシングプロセスを不要とすることができ
る。
【００８５】
　この結果、ダイシングプロセスに伴うダイシング代が不要となるので、デバイスチップ
１の取り数を増加することができる。すなわち、図７（ｂ）に示すように、従来では、ダ
イシングによるダイシングラインの幅が大きかったので、必然的に、デバイスウエハ２０
の一枚当たりのデバイスチップ１の取れ数が少なくなっていた。具体的には、図７（ｂ）
に示す従来のダイシング方式の場合、ダイシング幅が５０～１００μｍ必要であり、さら
にダイシング精度を考慮して１００～２００μｍのチップ間隔が必要であった。
【００８６】
　この点、本実施の形態では図７（ａ）に示すように、ダイシングラインの幅よりも狭い
スクライブライン２４にて切断して個片化できるので、デバイスチップ１の取り数を増加
することができる。具体的には、図７（ａ）に示すダイシングレスの場合、溝の幅は５～
３０μｍであり、スクライブライン２４の精度を考慮しても２０～５０μｍの間隔で実現
可能である。
【００８７】
　また、ダイシング時のダイシング近傍域へのひび割れ、つまりチッピングによる封止不
良を削減することができる。
【００８８】
　したがって、ウエハ歩留まり及び製品歩留まりを向上し得るウエハレベルパッケージ１
０の製造方法、及びウエハレベルパッケージ１０を提供することができる。
【００８９】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第２溝形成工程の
後、第１溝形成工程にて形成されたデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれ
か一方に形成された第１溝２３の裏面から、該第１溝２３を露出するための第１溝露出工
程を含んでいる。
【００９０】
　これにより、第１溝露出工程にて、第１溝２３を露出して、ウエハレベルパッケージ１
０を個片化することができる。
【００９１】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第１溝露出工程で
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は、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方における第１溝２３の裏
面から該第１溝２３の対向位置に沿ってスクライブすることにより、第１溝２３を露出さ
せることが可能である。これにより、ダイシングプロセスを経ることなく、スクライブの
方法にて第１溝２３を露出させ、ウエハレベルパッケージ１０を個片化することができる
。
【００９２】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第１溝露出工程で
は、第１溝２３が形成されたデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方
における第１溝２３の裏面側を研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエハ化す
ることにより、第１溝２３を露出させることが可能である。
【００９３】
　すなわち、第１溝２３はデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方に
おける途中の厚さまで存在している。このため、デバイスウエハ２０又はキャップウエハ
３０における第１溝２３の裏面側を研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエハ
化することにより、第１溝２３が露出する。これにより、ダイシングプロセスを経ること
なく、研削、研磨、又はエッチングにて削り取って薄ウエハ化する方法にて第１溝２３を
露出させ、ウエハレベルパッケージ１０を個片化することができる。
【００９４】
　本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第１溝露出工程では、第
１溝２３が形成されたデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方におけ
る第１溝２３の裏面側から第１溝２３までをハーフダイス２６することにより、第１溝２
３を露出させることが可能である。
【００９５】
　これにより、ダイシングプロセスを経ることなく、第１溝２３までをハーフダイス２６
する方法にて第１溝２３を露出させ、ウエハレベルパッケージ１０を個片化することがで
きる。また、本実施の形態においては、デバイスウエハ２０の表面に搭載された各デバイ
スチップ１は、第１溝２３、及び帯状貫通開口３２又は第２溝の切断面にて既に区画化さ
れている。このため、第１溝２３の裏面側からディスク幅の大きいダイシングにてハーフ
ダイス２６しても、ダイシング代がデバイスチップ１の個片化に影響することがない。し
たがって、デバイスチップ１の取り数が減少することはない。
【００９６】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、第１溝露出工程で
は、第１溝２３が形成されたデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とのいずれか一方
における第１溝２３を境界として該接合されたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３
０を両側へ延伸させることにより、第１溝２３を露出させることが可能である。
【００９７】
　すなわち、接合されたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０においては、第１溝
２３及び帯状貫通開口３２又は第２溝が同一線上に存在しており、これによって、接合さ
れたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０おける連結部分の寸法は小さいものとな
っている。
【００９８】
　この結果、接合されたデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０を、第１溝２３及び
帯状貫通開口３２又は第２溝を境界として該デバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０
を両側に延伸、つまり引き剥がすこと等により、容易に、ウエハレベルパッケージ１０を
個片化することができる。
【００９９】
　したがって、ダイシングプロセスを経ることなく、第１溝２３を境界として該接合され
たデバイスウエハ２０及びキャップウエハ３０を両側へ延伸させる方法にて第１溝２３を
露出させ、ウエハレベルパッケージ１０を個片化することができる。
【０１００】
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　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、接合工程では、金
属、ガラスフリット又は樹脂からなる接合材を使用することが可能である。
【０１０１】
　これにより、接合材を用いて、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを確実に接
合及び封止することができる。
【０１０２】
　また、本実施の形態のウエハレベルパッケージ１０の製造方法では、接合工程では、シ
リコン（Ｓｉ）－シリコン（Ｓｉ）接合又はシリコン（Ｓｉ）－二酸化シリコン（ＳｉＯ

２ ）接合にてデバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを接合することが可能である
。
【０１０３】
　これにより、接合材を使用しないで、デバイスウエハ２０とキャップウエハ３０とを接
合及び封止する。したがって、接合材を用いないことによるコストの低減を図ることがで
きる。
【０１０４】
　尚、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の
変更が可能であり、本実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得ら
れる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、携帯電話、モバイルコンピュータ、パーソナル携帯情報機器（ＰＤＡ）、デ
ジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）等に代表されるエレクトニクス製品に搭載される半導体パ
ッケージに適用されるウエハレベルパッケージ、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical S
ystems）デバイス等のウエハレベルパッケージの製造方法、及びウエハレベルパッケージ
に適用することができる。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　　　デバイスチップ
　２　　　基部
　３　　　キャップ部
　４　　　接合封止部（接合材）
　５　　　スルーホール
　６　　　配線パターン
１０　　　ウエハレベルパッケージ
２０　　　デバイスウエハ（第１のウエハ）
２０ａ　　薄化デバイスウエハ（第１のウエハ）
２３　　　第１溝
２４　　　スクライブライン
２５　　　切断面
２６　　　ハーフダイス
３０　　　キャップウエハ（第２のウエハ）
３２　　　帯状貫通開口
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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